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平成平成2020年2月

収支計算とは
　農業所得の計算は、他の事業所得と同様に、
収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を
算定する収支計算が原則です。

収支計算を行うには
　収入金額の分かる書類と必要経費の分かる書類
から日々記録し、それを科目（収入、肥料費、農
薬費など）ごとに1年間の集計を行い、これらに
関する書類を保存する必要があります。

保存する書類
〈収入金額の分かる書類〉
　　　……出荷伝票、納品書（控）、仕切書など
〈必要経費の分かる書類〉
　　　……請求書、納品書、領収書など
　このほかに、販売代金の入金や肥料代金など
が引き落とされる口座の通帳や、農産物の出荷
や購買代金の明細書なども必要です。

収入や経費の金額が
分かる書類をきちんと保存し、
記録することが必要です。

収入金額 必要経費 所得金額－　　　　　＝

平成20年2月の確定申告から、
農業所得簡易計算（農業所得標準）が廃止されます！

平成19年1月1日から12月31日までの1年間の農業に関する
領収書や出荷伝票など、収入・支出の分かる書類は必ず保存し
てください。

税務グループからのお知らせ

■お問い合わせ先■

広野町役場税務グループ　☎ 27－4160
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